
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ２０２４年２月２６日、盛岡地本

の組合員Ａは大雪のため、自宅や

自家用車周辺の除雪を行い２２

時に就寝。翌日、組合員Ａは８：

５５の始業に向け、通常より早い

５時に起床したところ、予想以上

の降雪を確認した。 

組合員Ａは会社に電話し年休

を申し込むも「代わりがいない」

と出勤するように指示され、年休

が認められなかった。 
 

 

 
 

② 自宅周辺の除雪を行うも大雪のため除雪は難航。除雪を

終え駅に向かうも渋滞に巻き込まれ、１３４分の遅れで

出勤となった。出勤時に管理者から「大雪になる予報が

出ていたのだからもっと早く起きて対応するか、前もっ

て前泊するべきだったのでは」と言われる。 
 

③ ２０２４年４月１０日、組合員Ａに対し、大雪の影

響で‥出勤遅延を発生させ勤務を一部欠いたことは、

社員として遺憾な行為として厳重注意が出される！ 
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